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協議第１号 

 

協議調整事項番号１「広域化の方式」について 

 

広域化の方式として、一部事務組合方式、広域連合方式、事務委託方式を検

討した結果、広域連合方式については、事務的難易度が高いこと。事務委託方

式については、４市１町が対等な立場での消防の広域化という趣旨に反するこ

とから、現尾三消防組合の構成市町に、豊明市及び長久手市が新たに加わる「一

部事務組合方式」が最も合理的である。 
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資料№１ 



項目
番号

協議調
整事項
番号

専門
部会

分科
会

ラン
ク Ａ

調整
項目

尾三

豊明

長久
手

８月３日 ８月１８日

再協議 指
示
事
項

決定日幹事会 協議会

広域化時に再編
廃
止

広域化時に廃止

分科会 専門部会

広域化後に統合 広域化後に再編 広域化後に廃止
調整区分

存
続

存　続 一
元
化

広域化時に統合

検討調整結果
広域化の方式として、一部事務組合方式、広域連合方式、事務委託方式を検討した結果、広域連合方式については、事務
的難易度が高いこと。事務委託方式については、４市１町が対等な立場での消防の広域化という趣旨に反することから、
現尾三消防組合の構成市町に豊明市及び長久手市が新たに加わる「一部事務組合」方式が最も合理的である。

広域化後の
課題

なし

現
状
の
課
題

なし

国がひとつの目安とする人口１０万人規模の消防組織の構築を当市単独で実現することは、限りなく不可能である。よっ
て、消防の住民サービスの維持・向上、大規模災害に備えた消防力の強化及び基盤の強化は急務であることから、国が推
進する消防の広域化に取り組むと判断した。

今後の消防需要に対応するためには、消防力及び組織の強化は必須であること。

事業実施方法

現　状

一部事務組合方式 市町村単独消防現状：市町村単独消防

関係団体

平成２８年度予
算（千円）

担当者職・氏名 専門監・伊豆原正人 総務課課長　出口史朗

根拠法令等

長久手市消防本部及び消防署の設置等に
関する条例

課長　稲垣　聡

豊明市消防本部及び消防署の設置等に関
する条例

尾三消防組合・豊明市・長久手市消防広域化協議会 調整調書
番　号 1

決裁区分 協議会

1 1 共通 共通 広域化の方式

団体名 尾三消防組合(みよし市･日進市･東郷町) 豊明市 長久手市

担当課 総務課 消防本部総務課消防総務課

業務委託 補助金・交付金 その他

消防で直接実施

業務委託 補助金・交付金 その他

消防で直接実施

業務委託 補助金・交付金 その他

消防で直接実施

協
議
調
整
状
況

業務委託 補助金・交付金 その他

消防で直接実施

2



 

 

協議第２号 

 

協議調整事項番号２「共同処理事務」について 

 

現在の尾三消防組合が共同処理している事務を基本とするとの共通認識のも

と、消防団及び消防水利に関する事務の取扱いについて検討した結果、広域化

後の共同処理事務は以下のとおりとする。 

（１）消防に関する事務（消防団及び消防水利に関する事務は除く） 

（２）火薬類取締法に基づく事務 

（３）液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務 

なお、消防団及び消防水利に関する事務については、構成市町が事務を執る

こととなるため、相互の協力体制を確立する。 
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資料№２ 



項目
番号

協議調
整事項
番号

専門
部会

分科
会

ラン
ク Ａ

調整
項目

尾三

豊明

長久
手

現
状
の
課
題

なし

当市の非常備消防の事務に関しては、消防団と極めて緊密な関係にあることから慎重な対応が必要である。

消防団及び消防水利に関する事務について、消防部局と市長関係部局との連携が必要

広域化後の
課題

なし

８月３日 ８月１８日

分科会

広域化後に統合 広域化後に再編 広域化後に廃止

検討調整結果

現在の尾三消防組合が共同処理している事務を基本とするとの共通認識のもと、消防団及び消防水利に関する事務の取扱
いについて検討した結果、広域化後の共同処理事務は以下のとおりとする。
（１）消防に関する事務（消防団及び消防水利に関する事務は除く）
（２）火薬類取締法に基づく事務
（３）液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務
なお、消防団及び消防水利に関する事務については、構成市町が事務を執ることとなるため、相互の協力体制を確立す
る。

調整区分
廃
止

広域化時に廃止
存
続

存　続 一
元
化

広域化時に統合 広域化時に再編

再協議 指
示
事
項

決定日幹事会 協議会専門部会

事業実施方法

現　状

消防に関する事務（消防団及び消防水利
に関する事務は除く）

火薬類取締法に基づく煙火の消費に係る
事務

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適
正化に関する法律に基づく事務

消防事務
（非常備消防含む）

消防事務（消防団及び消防水利に関する
事務を含む。）

関係団体 消防団 消防団

平成２８年度予
算（千円）

担当者職・氏名 専門監・伊豆原正人 課長　稲垣　聡 総務課長　出口史朗

根拠法令等

尾三消防組合規約 豊明市消防本部及び消防署の設置等に関
する条例
豊明市消防団条例

・長久手市消防本部及び消防署の設置等
に関する条例
・長久手市消防団条例

団体名 尾三消防組合(みよし市･日進市･東郷町) 豊明市 長久手市

担当課 総務課 消防総務課 消防本部総務課

尾三消防組合・豊明市・長久手市消防広域化協議会 調整調書
番　号 2

決裁区分 協議会

2 2 共通 共通 共同処理事務

業務委託 補助金・交付金 その他

消防で直接実施

業務委託 補助金・交付金 その他

消防で直接実施

業務委託 補助金・交付金 その他

消防で直接実施

協
議
調
整
状
況

業務委託 補助金・交付金 その他

消防で直接実施

4



 

 

協議第３号 

 

協議調整事項番号３「広域化のスケジュール」について 

 

 広域化の目標期日を平成３０年４月１日とし、計画的に協議を進めていくも

のとする。 
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資料№３ 



項目
番号

協議調
整事項
番号

専門
部会

分科
会

ラン
ク Ａ

調整
項目

尾三

豊明

長久
手

８月３日 ８月１８日

再協議 指
示
事
項

決定日幹事会 協議会

広域化時に再編
廃
止

広域化時に廃止

分科会 専門部会

広域化後に統合 広域化後に再編 広域化後に廃止
調整区分

存
続

存　続 一
元
化

広域化時に統合

検討調整結果 広域化の目標期日を平成３０年４月１日とし、計画的に協議を進めていくものとする。

広域化後の
課題

なし

現
状
の
課
題

なし

平成３０年４月１日とする場合、期間が短いのでスピーディーな協議調整が必要である。

広域化を短期間で遂げるため、適切なスケジュールを作成し、管理する必要がある。

事業実施方法

現　状

国の財政支援の期限内を目指して協議中 国の財政支援（特別交付税等）の状況か
ら、平成３０年４月１日を目標期日にす
べきとしている。

　「市町村の消防の広域化に関する基本
指針」において国が示す実現期限である
平成３０年４月１日を目標として、協議
中である。

関係団体 　

平成２８年度予
算（千円）

担当者職・氏名 専門監・伊豆原正人 課長　稲垣　聡 総務課長　出口史朗

根拠法令等

消防庁次長通知「期限内の消防広域化の
推進について」

・消防組織法
・市町村の消防の広域化に関する基
　本指針
・愛知県消防広域化推進計画

尾三消防組合・豊明市・長久手市消防広域化協議会 調整調書
番　号 3

決裁区分 協議会

3 3 共通 共通 広域化のスケジュール

団体名 尾三消防組合(みよし市･日進市･東郷町) 豊明市 長久手市

担当課 総務課 消防総務課 消防本部総務課

業務委託 補助金・交付金 その他

消防で直接実施

業務委託 補助金・交付金 その他

消防で直接実施

業務委託 補助金・交付金 その他

消防で直接実施

協
議
調
整
状
況

業務委託 補助金・交付金 その他

消防で直接実施

6
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資料№４ 

第１回消防部会検討調整結果一覧 

予防分科会 

番

号 

項目 

番号 
調整項目 調 整 結 果 

4 20 消防同意 

尾三消防組合の同意事務等取扱規程を骨格とし、細部について広

域化前までに協議統一する。特殊建築物や大規模建築物等は広域化

後の消防本部予防課及び全消防署予防課で審査及び検査する体制を

執る。公平かつ公正な同意事務を行うため、広域化後の独自審査基

準を策定していく。再審制度を継続するが、具体的再審事項の内容

について再協議し統一する。 

【消防同意】 

 防火対象物の安全確保のため、消防設備や建築物の防火に関する

法令に問題ないか確認すること。 

5 21 立入検査 

尾三消防本部査察規程及び実施要綱を基本として考えるが、査察

対象区分について広域化前までに３消防本部で協議し実効性の高い

ものに改正していく。また、警防課職員が実施する査察区分や進め

方についても併せて協議統一していく。計画的な立入検査を遂行す

るため、消防支援システムに対象施設の全データを登録し、そのデ

ータ内容を精度の高いものにしていく。 

【消防支援システム】 

 各出動事案管理、防火対象物管理、危険物施設管理、水利管理、

備品管理等を行うシステムで、現在各消防本部が同じシステムを使

用して運用中 

6 22 火災原因調査 

尾三消防本部警防規程内の指揮支援隊業務に基づく火災調査体制

を継続する。また、火災調査業務についても尾三消防本部火災調査

規程に準ずる方向で協議統一していく。人員、車両等の問題がある

ため、他の分科会と協議していく。長期的に火災調査担当職員を選

任し、高度な知識を兼ね備えた職員の育成計画を構築していく。 

7 24 危険物規制 

危険物規制に関しての手続き等は消防法及び各政省令で規定され

ているため、尾三消防組合危険物規制規則を枠組みとして検討を進

めるが、規制に関する指導方法は各消防本部でばらつきがあるため

広域化後の独自指導審査基準を構築するよう協議統一していく。消

防支援システムに対象施設の全データを登録し、適正に管理する。

危険物関係手数料の収納方法は、尾三消防組合手数料条例に準じて

収納する。 
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【危険物規制】 

 指定数量以上の危険物の、製造・貯蔵・取扱いに関する規制 

8 28 火災予防広報 

現状の様々な広報について、類似したものは統合する。また、今

後はより効果があると考えられる新規事業について協議していく。 

防火管理講習については、広域化後現状の回数を継続して開催する

ことを基本とする。担当講師は年間を通じて同一とし、各開催地へ

講師を派遣する。 

9 29 
予防） 

啓発事業 

住宅防火訪問事業については継続実施していき、詳細については

広域化後に協議統一する。各種訓練を通じて普及啓発を行う場合、

訓練実施主体が主管課以外の職員にも対応できるよう、警防課員へ

の防災訓練教育や応急手当普及員の育成を図り、増加が予測される

訓練指導等に対応できる体制を執ることができるよう協議統一す

る。 

10 49 様式の統一 

届出申請様式については３消防本部で検討後、広域化後ホームペ

ージ等で管理する。 

上記以外の様式は尾三消防本部の使用する消防支援システム内の

様式をベースに改良を協議し統一していく。例規にないものを含め

た全様式について洗い出しを行って協議統一していく。 

 

指令分科会 

番

号 

項目 

番号 
調整項目 調 整 結 果 

11 52 
デジタル無線

運用 

現行のデジタル無線を活用し、運用方法については統合する。(署

活 400ＭＨｚを含む)現場活動での無線運用方法について、警防分科

会と合同で協議する。無線呼出し名称については、広域化組織の名称

に準じて決定する。 

12 53 無線整備 

尾三消防組合・豊明市・長久手市消防通信指令事務協議会で整備し

た無線設備を継続して使用する。構成市町の消防防災部局の無線設備

の平準化を図る。（豊明、長久手市役所へのデジタル無線配備） 

13 54 電話回線 広域化による組織の集約を考慮し、適正な回線本数とする。 

14 56 気象観測業務 
 現行の観測体制（尾三消防本部、豊明市消防本部、長久手市消防本 

部）を継続する。 

 



9 

 

警防分科会 

番

号 

項目 

番号 
調整項目 調 整 結 果 

15 30 
消防水利台帳

の取扱い 

 尾三消防本部の消防支援システムの管理状況に統一することと 

し、水利管理項目等の精査を行い広域化に向け一元化する。 

16 31 
警防) 

啓発事業 

住民サービスの質を維持するため、各消防本部で実施されていた

啓発事業は継続して実施していき、さらに充実向上できるよう努め

るものとする。また、構成市町全てが均一的な事業を行えるよう各

市町の現状を把握する。 

 調整項目の「火災予防広報」と「予防啓発事業」との関連もある 

ため、予防分科会との調整も必要とする。 

救急分科会 

番

号 

項目

番号 
調整項目 調 整 結 果 

17 35 救急支援 

尾三消防組合の現状（警防規程）を基本とし、広域化時に統合。

ＰＡ出動、先行救急、複数救急、集団救急、高速道路における救急

出動に対し、タンク車等が出動する。 

【救急支援】 

 救急車単独では活動が困難な救急事案（救命処置、搬送困難等）

に対して、タンク車等が同時に出動し、救急隊の活動支援に当たる。 

18 36 ＭＣ体制 

尾三消防組合の現状を基本とし、広域化時に統合する。尾張東部

地区ＭＣ事業は現状のとおり。（ＭＣ関係の事務は本部消防課で対

応）救急業務委託、病院実習に伴う契約は医療機関ごとに実施する。

西三河地区ＭＣ協議会の負担金も現状のとおりとする。 

【ＭＣ体制】 

 傷病者の救命率の向上等を目的とした、医師からの指示、指導・

助言及び検証等における、救急救命士等と医師の連携体制 

19 37 
救急） 

啓発活動 

尾三消防組合の現状を基本とし、広域化時に統合する。（講習開催及

び内容・講習対応者・ボランティアの活動） 

20 39 
ドクターヘリ

の運用 

尾三消防組合の現状を基本とし、広域化時に統合する。ドクター

ヘリ要請、ランデブーポイント（離着陸場）関係機関への電話連絡

は、現状のとおり指令センターで要請及び連絡を実施する。通常の

ドクターヘリ対応事案は着陸ポイントに、消防車両１台で対応する。 

21 42 
医療廃棄物の

処理 

尾三消防組合の現状を基本とし、広域化時に統合する。医療廃棄

物廃棄業者及び搬送業者と契約し、適切な廃棄処分を実施する。 
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22 46 
高速道路上の

出動 

尾三消防組合の現状を基本とし、広域化時に統合する。（出動体制） 

管轄エリアについては、広域化までに名古屋瀬戸道路の管轄エリア

について関係機関と調整する。 

23 47 災害時広報 

尾三消防組合の現状を基本とし、広域化時に統合する。災害現場

等における広報活動は尾三消防組合の現状に準ずる。職員に対する

災害情報メールについても現状のとおりとする。 

災害時対策本部を設置し、市町の対策本部と連携する。※現在、

市民向けに災害情報を発信しているものとして、尾三消防本部では

外線電話２回線を使用し提供している。 

豊明市消防本部がおこなっている住民向けの災害情報発信「すぐ

メール」については、導入するにあたり 費用が発生するため、広域

化後要検討とする。 

 

救助分科会 

番

号 

項目

番号 
調整項目 調 整 結 果 

24 32 防災ヘリ 

愛知県防災ヘリコプターとの連携については、運航管理要綱によ

り出動要請をするものとし、マニュアルにより統一を図るものとす

る。 

25 33 
緊急消防援助

隊 

緊急消防援助隊愛知県大隊応援等実施計画及び愛知県緊急消防援

助隊受援計画に対応したマニュアルにより活動等の統一を図るもの

とする。 

 


